
平
成
十
一
年
二
月
二
日
受
領 

答

弁

第

三

号 

     

衆
議
院
議
員
藤
田
幸
久
君
提
出
航
空
自
衛
隊
の
初
等
練
習
機
の
選
定
過
程
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す 

る
。 内

閣
衆
質
一
四
五
第
三
号 

平
成
十
一
年
二
月
二
日 

衆

議

院

議

長 
伊 

 

宗 

一 

郎 

殿 

 

内
閣
総
理
大
臣 

小 

渕 

恵 

三 

 



 

一
の
2
に
つ
い
て 

一
の
1
に
つ
い
て 

防
衛
庁
に
お
い
て
航
空
幕
僚
監
部
及
び
富
士
重
工
業
株
式
会
社
の
当
時
の
担
当
者
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
平
成
七
年
春
か

ら
夏
頃
に
か
け
て
、
当
時
、
現
有
の
初
等
練
習
機
Ｔ
―
3
（
以
下
「
Ｔ
―
3
」
と
い
う
。
）
の
エ
ン
ジ
ン
が
生
産
中
止
と 

 
 

 

な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
航
空
幕
僚
監
部
担
当
者
か
ら
初
等
練
習
機
の
製
造
実
績
の
あ
る
富
士
重
工
業
株
式
会
社
に
対
し 

て
、
異
な
る
エ
ン
ジ
ン
を
装
備
し
た
上
で
Ｔ
―
3
と
同
等
の
性
能
を
有
す
る
航
空
機
を
調
達
す
る
場
合
の
経
費
の
試
算
を
求

め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
中
期
防
衛
力
整
備
計
画
（
平
成
八
年
度
～
平
成
十
二
年
度
）
に
つ
い
て
（
平
成
七
年
十
二
月
十
四
日

安
全
保
障
会
議
決
定
、
平
成
七
年
十
二
月
十
五
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
中
期
防
」
と
い
う
。
）
の
策
定
に
当
た
っ
て
、
中
期 

 
 

防
対
象
期
間
中
に
Ｔ
―
3
の
後
継
機
の
調
達
が
必
要
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
た
こ
と
か
ら
、
中
期
防
の
実
施
に
必
要
な
防

衛
関
係
費
の
総
額
の
限
度
を
把
握
す
る
作
業
の
一
環
と
し
て
Ｔ
―
3
の
後
継
機
に
関
す
る
所
要
経
費
を
試
算
す
る
た
め
で

あ
っ
た
。 

防
衛
庁
に
お
い
て
航
空
幕
僚
監
部
及
び
富
士
重
工
業
株
式
会
社
の
当
時
の
担
当
者
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
富
士
重
工
業
株 

衆
議
院
議
員
藤
田
幸
久
君
提
出
航
空
自
衛
隊
の
初
等
練
習
機
の
選
定
過
程
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

 



 

一
の
4
に
つ
い
て 

一
の
3
に
つ
い
て 

式
会
社
が
航
空
幕
僚
監
部
の
当
時
の
担
当
者
に
一
の
1
に
つ
い
て
で
述
べ
た
試
算
を
提
出
し
た
時
期
は
、
平
成
七
年
春
か
ら

夏
頃
に
か
け
て
で
あ
っ
た
。
当
該
試
算
は
、
当
時
、
Ｔ
―
3
の
エ
ン
ジ
ン
が
生
産
中
止
と
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
異
な
る

エ
ン
ジ
ン
を
装
備
し
た
上
で
Ｔ
―
3
と
同
等
の
性
能
を
有
す
る
航
空
機
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
前
提
と
し
て
行
わ
れ
、
第
一
次

契
約
に
お
け
る
平
均
機
体
価
格
は
約
五
億
五
千
万
円
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
機
体
部
分
は
約
四
億
六
千
万
円
、
富
士
重
工
業
株

式
会
社
に
お
い
て
官
給
品
と
な
り
得
る
と
判
断
し
た
エ
ン
ジ
ン
、
プ
ロ
ペ
ラ
及
び
搭
載
通
信
電
子
機
器
分
は
約
八
千
万
円
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
全
契
約
を
通
じ
た
平
均
の
機
体
価
格
は
約
四
億
四
千
万
円
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
機
体
部
分
は
約
三
億
五
千

万
円
、
エ
ン
ジ
ン
、
プ
ロ
ペ
ラ
及
び
搭
載
通
信
電
子
機
器
分
は
約
八
千
万
円
で
あ
っ
た
。 

防
衛
庁
に
お
い
て
航
空
幕
僚
監
部
の
当
時
の
担
当
者
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
航
空
幕
僚
監
部
に
お
い
て
試
算
を
行
っ
た
時

期
は
、
平
成
七
年
夏
頃
で
あ
っ
た
。
同
試
算
の
第
一
次
契
約
に
お
け
る
平
均
機
体
価
格
は
約
五
億
四
千
万
円
で
あ
り
、
こ
の

う
ち
機
体
部
分
は
約
四
億
六
千
万
円
、
エ
ン
ジ
ン
、
プ
ロ
ペ
ラ
及
び
搭
載
通
信
電
子
機
器
分
は
約
八
千
万
円
で
あ
っ
た
。 

一
の
1
に
つ
い
て
で
述
べ
た
平
成
七
年
に
行
っ
た
試
算
は
、
一
の
1
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
中
期
防
の
策
定 

二 

 



 

三
の
2
に
つ
い
て 

三
の
1
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

に
当
た
っ
て
中
期
防
の
実
施
に
必
要
な
防
衛
関
係
費
の
総
額
の
限
度
を
把
握
す
る
目
的
の
た
め
に
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

他
方
、
平
成
十
年
に
実
施
し
た
Ｔ
―
3
の
後
継
機
の
機
種
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
航
空
機
に
つ
い
て
公
正
か
つ
適
切
な

機
種
選
定
を
行
う
た
め
、
各
提
案
会
社
か
ら
候
補
機
種
に
係
る
価
格
及
び
経
費
を
含
め
必
要
な
資
料
を
提
案
書
の
形
で
提
出

を
受
け
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
機
種
選
定
に
お
け
る
提
案
書
と
中
期
防
策
定
時
に
お
け
る
試
算
は
関
係
が
な
い
。 

防
衛
庁
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
説
明
会
に
お
け
る
説
明
者
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
当
該
説
明
会
に
お
い
て
航
空
幕
僚
監
部

か
ら
提
案
会
社
に
対
し
て
、
御
指
摘
の
Ｉ
Ｒ
Ａ
Ｎ
（
航
空
機
の
機
体
の
整
備
を
一
定
の
間
隔
で
集
中
し
て
行
う
こ
と
を
い 

 

う
。
以
下
同
じ
。
）
方
式
の
採
用
を
要
請
し
た
と
い
う
事
実
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。 

御
指
摘
の
入
札
は
機
種
選
定
手
続
と
考
え
ら
れ
る
が
、
防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
機
種
選
定
手
続
に
入
っ
た
平
成
十
年
四
月

以
前
に
Ｔ
―
3
の
後
継
機
の
エ
ン
ジ
ン
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
把
握
し
て
い
な

い
。 

三 

 



 

四 

御
指
摘
の
「
新
初
等
練
習
機
に
対
す
る
要
求
性
能
等
」
に
お
い
て
Ｉ
Ｒ
Ａ
Ｎ
方
式
の
採
用
を
求
め
る
旨
の
記
述
は
な
い
。 

三
の
3
に
つ
い
て 

現
在
、
防
衛
庁
が
保
有
す
る
航
空
機
の
御
指
摘
の
Ｉ
Ｒ
Ａ
Ｎ
等
の
定
期
修
理
を
請
け
負
っ
て
い
る
会
社
は
、
川
崎
重
工
業

株
式
会
社
、
新
明
和
工
業
株
式
会
社
、
株
式
会
社
ジ
ャ
ム
コ
、
日
本
飛
行
機
株
式
会
社
、
富
士
重
工
業
株
式
会
社
及
び
三
菱

重
工
業
株
式
会
社
の
六
社
で
あ
る
。 

三
の
4
に
つ
い
て 

   

離
職
し
た
自
衛
隊
員
の
再
就
職
に
関
し
、
防
衛
庁
に
お
い
て
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
六

十
二
条
の
規
定
に
よ
る
自
衛
隊
員
の
再
就
職
の
規
制
に
関
し
て
把
握
し
て
い
る
昭
和
六
十
三
年
度
か
ら
平
成
九
年
度
ま
で
に

離
職
し
た
行
政
職

(一)
十
級
相
当
以
上
の
事
務
官
等
及
び
一
佐
以
上
の
自
衛
官
の
離
職
後
二
年
間
に
お
け
る
再
就
職
の
状
況

は
、
平
成
十
年
十
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 



 

四
の
2
に
つ
い
て 

四
の
1
に
つ
い
て 

三
の
5
に
つ
い
て 

    
海
上
自
衛
隊
の
練
習
機
Ｔ
―
5
の
導
入
に
際
し
て
は
、
航
空
自
衛
隊
の
Ｔ
―
3
の
後
継
機
を
選
定
し
た
時
の
よ
う
な
機
種

選
定
は
行
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
お
尋
ね
の
事
項
を
含
む
提
案
要
求
書
は
作
成
し
て
い
な
い
。 

防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
現
在
確
認
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
御
指
摘
の
よ
う
な
事
実
は
把

握
し
て
い
な
い
。 

航
空
機
の
機
種
選
定
に
お
い
て
機
種
を
決
定
す
る
の
は
防
衛
庁
長
官
で
あ
る
が
、
防
衛
庁
長
官
が
機
種
を
決
定
す
る
に
当

た
り
、
そ
の
諮
問
に
応
じ
る
た
め
、
防
衛
庁
に
航
空
機
機
種
選
定
会
議
が
置
か
れ
て
い
る
。
Ｔ
―
3
の
後
継
機
の
機
種
選
定 

五 

 



 

に
関
し
て
平
成
十
年
八
月
十
九
日
に
開
催
さ
れ
た
航
空
機
機
種
選
定
会
議
に
出
席
し
た
構
成
員
の
役
職
（
氏
名
）
は
次
の
と

お
り
で
あ
り
、
議
長
に
防
衛
事
務
次
官
が
充
て
ら
れ
、
委
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
掌
事
務
の
観
点
か
ら
審
議
に
加
わ
る
も
の

で
あ
る
。 

航
空
幕
僚
長
（
平
岡
裕
治
） 

統
合
幕
僚
会
議
議
長
（
夏
川
和
也
） 

装
備
局
長
（
及
川
耕
造
） 

人
事
教
育
局
長
（
坂
野
興
） 

技
術
研
究
開
発
を
担
当
す
る
参
事
官
（
青
山
謹
也
） 

経
理
局
長
（
大
森
敬
治
）
（
当
時
） 

長
官
官
房
長
（
藤
島
正
之
）
（
当
時
） 

防
衛
力
整
備
計
画
を
担
当
す
る
参
事
官
（
伊
藤
康
成
）
（
当
時
） 

防
衛
局
長
（
佐
藤
謙
） 

防
衛
事
務
次
官
（
秋
山
昌
廣
）
（
当
時
） 

六 

 



 

四
の
4
に
つ
い
て 

四
の
3
に
つ
い
て 

五
の
3
に
つ
い
て 

五
の
2
に
つ
い
て 

五
の
1
に
つ
い
て 

防
衛
庁
の
航
空
機
の
調
達
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
要
撃
戦
闘
機
Ｆ
―
15
や
要
撃
戦
闘
機
Ｆ
―
4
の
よ
う
に
型
式
証
明
を
受

け
て
い
な
い
航
空
機
も
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
事
例
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
、
該
当
す
る
資
料
が
な
い
も

の
も
あ
り
困
難
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
平
成
十
年
六
月
十
五
日
に
お
い
て
、
富
士
重
工
業
株
式
会
社
の
提
案
機
種
で
あ
る
Ｔ
―
3
改
は
、
航
空
法
（
昭

和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
型
式
証
明
を
受
け
て
い
な
い
。 

ま
た
、
防
衛
庁
長
官
が
機
種
決
定
を
行
っ
た
の
は
、
平
成
十
年
八
月
二
十
七
日
で
あ
っ
た
。 

御
指
摘
の
よ
う
な
事
実
は
な
い
。 

防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
御
指
摘
の
よ
う
な
事
実
は
把
握
し
て
い
な
い
。 

七 

 



 

五
の
4
に
つ
い
て 

六
に
つ
い
て 

な
お
、
一
般
論
で
あ
る
が
、
機
種
選
定
を
経
た
上
で
行
わ
れ
る
航
空
機
の
調
達
は
随
意
契
約
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
調
達
は
機
種
選
定
手
続
と
考
え
ら
れ
る
が
、
機
種
選
定
手
続
は
次
年
度
以
降
の
予
算
要
求
等
の
た
め
、
提
案
書

に
基
づ
い
て
候
補
機
種
の
評
価
及
び
最
適
の
機
種
の
選
定
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
選
定
さ
れ
た
機
種
の
航
空
機
の
調
達
は
、

次
年
度
以
降
の
予
算
の
成
立
後
に
、
そ
の
執
行
過
程
に
お
い
て
契
約
行
為
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
機
種
選
定
と
契

約
行
為
と
し
て
行
わ
れ
る
入
札
及
び
随
意
契
約
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
試
験
飛
行
は
、
平
成
九
年
七
月
に
名
古
屋
空
港
及
び
宇
部
空
港
で
実
施
さ
れ
た
Ｐ
Ｃ
―
7
Ｍ
ｋ
Ⅱ
の
展
示
飛
行

と
思
わ
れ
る
が
、
防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
名
古
屋
空
港
の
展
示
飛
行
に
つ
い
て
は
、
丸
紅
株
式
会
社

か
ら
航
空
幕
僚
監
部
防
衛
部
防
衛
課
の
幹
部
職
員
に
案
内
状
が
送
付
さ
れ
た
こ
と
は
確
認
し
た
が
、
航
空
幕
僚
監
部
か
ら
の

見
学
者
が
い
た
こ
と
は
確
認
し
て
い
な
い
。
見
学
し
な
か
っ
た
理
由
は
、
平
日
に
遠
隔
地
で
実
施
さ
れ
た
こ
と
及
び
業
務
が 

防
衛
庁
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
者
に
確
認
し
た
が
、
御
指
摘
の
よ
う
な
事
実
は
把
握
し
て
い
な
い
。 

八 

 



 

 

九 

多
忙
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
把
握
し
て
い
る
。
ま
た
、
宇
部
空
港
の
展
示
飛
行
に
つ
い
て
は
、
案
内
の
有
無
、
防
衛

庁
か
ら
の
見
学
者
の
有
無
等
を
確
認
中
で
あ
る
。 


